
 

 

介護情報基盤について 

 

＊厚生労働省ホームページ・自治体向け説明会資料（令和７年１１月２０日実施）より

抜粋 

 

１. 介護情報基盤とは 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律（令和５年法律第３１号）【令和５年５月１９日公布】により介護保険法

（平成９年法律第１２３号）が改正され、自治体・利用者・介護事業所・医療機関等

が介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤（介護情報基盤）の整備を進めている。 

社会保障審議会介護保険部会における議論を踏まえ、 

 

 令和８年４月１日以降、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応（※）が完了

した市町村から、順次、介護保険システムから介護情報基盤へのデータ移行、介

護情報基盤経由での情報共有を開始する。 

 令和１０年４月１日までに、全市町村において、介護保険システムから介護情報

基盤へのデータ移行も含めて完了し、介護情報基盤の活用を開始することを目指

す。 

 

というスケジュールで対応を進めている。 

※各市町村の介護保険システムにおける、介護情報基盤へ連携するための機能要件を

含めた標準準拠システムの移行。 

 

２. 介護情報基盤の目的 

 利用者本人、市町村、介護事業所、医療機関といった関係者が利用者に関する情報

を共有、活用できる介護情報基盤を整備することにより、これまで紙を使ってアナ

ログにやりとりしていた情報を電子で共有することで、業務の効率化（職員の負担

軽減、情報共有の迅速化）を図る。 

 さらに、今後、介護情報基盤に蓄積された情報を活用することにより、事業所間及

び多職種間の連携の強化、本人の状態に合った適切なケアの提供など、介護サービ

スの質の向上を図る。 

  

資料４ 



３. 介護保険資格確認等ＷＥＢサービス 

介護事業所が介護情報等の電子的閲覧等を行う際には、インターネットに接続してい

る端末において、介護保険資格確認等ＷＥＢサービス（介護ＷＥＢサービス）を利用す

る。（介護サービスを提供している医療機関についても同様。） 

また、主治医意見書を作成する医療機関が、介護ＷＥＢサービスで主治医意見書の作

成・送信を行うことも可能。 

介護事業所や医療機関において、介護ＷＥＢサービスを利用するためには、 

 

 介護事業所等の認証や、利用する端末ごとのセキュリティの確保に必要なクライ

アント証明書の利用端末への導入 

 介護ＷＥＢサービスの初期設定等の利用端末の環境設定 

 カードリーダーの導入 

等が必要となることから、国が当該介護事業所等への支援（カードリーダー購入経費の

助成等）を実施。（後述） 

 

 

４. 介護情報基盤ポータル 

公益社団法人国民健康保険中央会が設置する介護情報基盤のポータルサイト（介護情

報基盤ポータル）において、介護情報基盤に関する関係者への情報提供が行われている。 

介護事業所や医療機関への介護情報基盤の導入に係る費用に対する助成金について

も、介護情報基盤ポータルから申請を受け付けている。 

 

 

  



  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


